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【公開日】平成28年11月17日(2016.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2016-064
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月4日(2017.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域を前面に有した遊技板と、
　前記遊技板の前面から突出した入賞用突部と、
　前記入賞用突部に形成されて側方に向かって開口した入賞口に開閉扉を設けてなる可変
入賞部とを備え、
　前記開閉扉が下端部を中心に回動し、通常は、前記入賞口への遊技球の入賞を規制する
閉状態に保持され、予め設定された所定条件が成立したときに前記開閉扉が側方に倒れた
開状態となって前記開閉扉が有する入賞ガイド面が前記入賞口に向かって下る傾斜状態に
なり、その入賞ガイド面で遊技球を前記入賞口へと案内する遊技機において、
　前記入賞用突部のうち前記入賞口の奥側には、前記入賞口の上側開口縁から奥側に向か
って下るように傾斜して前記傾斜状態の前記入賞ガイド面と略平行な状態で対向する或い
は少なくとも一部が平行な状態で対向すると共に、その入賞ガイド面との間隔が遊技球が
１つずつ通過可能な大きさになる入賞口内上ガイド面が設けられ、
　前記入賞用突部のうち前記入賞口の下側の側面構成壁の上端部を外側に折り曲げてなる
入賞口下側突片と、
　前記開閉扉の回動中心に対して前記開閉扉とは反対側に突出し、前記開閉扉と一体に回
動するストッパ突部と、
　前記入賞口下側突片の下面に形成され、前記開閉扉が前記開状態になったときに前記ス
トッパ突部が当接するストッパ受部とを備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記入賞口下側突片の上面には、遊技球を下側へ案内する入賞口内下ガイド面が設けら
れている請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記開閉扉の上端部は、前側から見て先細りした形状をなし、
　前記入賞用突部には、前記閉状態の前記開閉扉の上端を上方から覆う庇部が設けられて
いる請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記入賞用突部のうち前記入賞口より下側の部分には、側方に張り出した側方張出部が
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設けられ、
　前記側方張出部には、前記開閉扉が前記閉状態となったときに、前記ストッパ突部が当
接する当接部が設けられている請求項１乃至３のうち何れか１の請求項に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る遊技機は、遊技球が流下する
遊技領域を前面に有した遊技板と、遊技板の前面から突出した入賞用突部と、入賞用突部
に形成されて側方に向かって開口した入賞口に開閉扉を設けてなる可変入賞部とを備え、
開閉扉が下端部を中心に回動し、通常は、入賞口への遊技球の入賞を規制する閉状態に保
持され、予め設定された所定条件が成立したときに開閉扉が側方に倒れた開状態となって
開閉扉が有する入賞ガイド面が入賞口に向かって下る傾斜状態になり、その入賞ガイド面
で遊技球を入賞口へと案内する遊技機において、入賞用突部のうち入賞口の奥側には、入
賞口の上側開口縁から奥側に向かって下るように傾斜して傾斜状態の入賞ガイド面と略平
行な状態で対向する或いは少なくとも一部が平行な状態で対向すると共に、その入賞ガイ
ド面との間隔が遊技球が１つずつ通過可能な大きさになる入賞口内上ガイド面が設けられ
、入賞用突部のうち入賞口の下側の側面構成壁の上端部を外側に折り曲げてなる入賞口下
側突片と、開閉扉の回動中心に対して開閉扉とは反対側に突出し、開閉扉と一体に回動す
るストッパ突部と、入賞口下側突片に下面に形成され、開閉扉が開状態になったときにス
トッパ突部が当接するストッパ受部とを備えたところに特徴を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項２の発明は、入賞口下側突片の上面には、遊技球を下側へ案内する入賞口内下ガ
イド面が設けられている請求項１に記載の遊技機である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項３の発明は、開閉扉の上端部は、前側から見て先細りした形状をなし、入賞用突
部には、閉状態の開閉扉の上端を上方から覆う庇部が設けられている請求項１又は２に記
載の遊技機である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項４の発明は、入賞用突部のうち入賞口より下側の部分には、側方に張り出した側
方張出部が設けられ、側方張出部には、開閉扉が閉状態となったときに、ストッパ突部が
当接する当接部が設けられている請求項１乃至３のうち何れか１の請求項に記載の遊技機
である。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　［請求項１の発明］
　請求項１の遊技機では、入賞用突部のうち入賞口の奥側には、入賞口の上側開口縁から
奥側に向かって下るように傾斜して傾斜状態の入賞ガイド面と略平行な状態で対向する或
いは少なくとも一部が平行な状態で対向すると共に、その入賞ガイド面との間隔が遊技球
が１つずつ通過可能な大きさになる入賞口内上ガイド面が設けられていることによって、
球詰まりを抑制することが可能となる。また、請求項１の構成によれば、入賞口下側突片
の下面側のストッパ受部に、開閉扉と一体に回転するストッパ突部が当接して、開閉扉が
開状態に位置決めされるので、開閉扉が開状態で傾斜状態になる入賞ガイド面の傾斜角度
が安定する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
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